
不法無線局から出される電波（不法

電波）は、消防、救急、警察や鉄道、

航空機など人命に関わる重要無線通信

を妨害して、私たちの生活を脅かしま

す。電波のルールをしっかり確認しま

しょう。

q無線機の使用には技適マークの確認を！

w電波の利用には原則、免許が必要！

e外国規格の無線機は国内では使用できま

せん。

問い合わせ先

北海道総合通信局

†011-737-0099

ホームページ

http://www.soumu.go.jp/soutsu

/hokkaido/

検針・料金徴収員の担当地区については、４月１日現在の大まかな

区域です。各検針・徴収員は身分証明書を携帯しております。不明な

点がありましたら下記までご連絡ください。

上水道・簡易水道・下水道・農業集落排水の料金にか

かる検針・料金徴収業務を次の会社へ委託しています。

各地域の担当員をお知らせします。

問い合わせ先

建設課上下水道担当 †76－2151（内線253・254）

委託先　水ｉｎｇ株式会社北海道支店　津別管理事務所

（下水道管理センター内）† 76－2848

委託先 水ｉｎｇ株式会社　北海道支店

後藤　寛治さん 上杉　猛晴さん

内田　憲造さん 長谷川　巌さん 佐藤　啓一さん

津別市街地区
及び活汲地区

本岐地区

豊永及び高台の一部、
美都、上里地区

相生、大昭、布川地区

日　時 ８月29日（木） 午後１時30分から午後４時まで

試験地 北見市（試験会場は、出願者に送付する受験票により通知）

試験科目 食文化概論、衛生法規、公衆衛生学、栄養学、食品学、食

品衛生学及び調理理論について筆記試験を実施

受験資格 学校教育法第57条に規定する者（高等学校入学資格）で、

多数人に対して飲食物を調理して提供する施設又は飲食店営業等に　

おいて平成25年５月24日までに２年以上調理の業務に従事した者

願書提出先 北見保健所

受付期間 ５月13日（月）～５月24日（金）

問い合わせ先

北見保健所健康推進課健康増進係　†0157－24－4173

平川　伸二さん

�

�

守 ろ う ！
電 波 の ル ー ル ！

技適マーク

■■■平成25年度■■■

建設工事等の発注見通しに関する公表

津別町が本年度に発注することが見込まれている建設工事について、「公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律」第７条および同施行令第５条の規定に基づき、下記のとおり公表し

ます。

問い合わせ先　建設課　†76－2151（内線248）

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

†76－2151 内線 222、223

世帯主の所得が高いなど、国民年金保

険料の免除の対象とならない30歳未満

の方には若年者納付猶予制度、学生の

方には学生納付特例制度があります。

▼「未納」のままだと将来の年金に影響

若年者納付猶予、学生納付特例を受け

ずに「未納」にしていると将来の年金受

給に際し、未納期間が保険料納付の資格

期間から除外されてしまいます。

そこで、若年者納付猶予、学生納付特

例を受けるとその期間は、将来受ける年

金の受給資格期間に算入されます。

▼将来のため保険料の追納を

ただし、年金額には反映されません。

納付猶予、納付特例の期間について、

10年以内に追納すれば年金額に反映さ

れます。忘れずに納めましょう。

▼審査の基準

○若年者納付猶予制度

本人・配偶者・世帯主（本人が世帯主

でない場合）の所得を審査します。

○学生納付特例制度　

本人の所得のみで審査します。

20代の方に納付猶予と特例


